
様式第 1号 (乙 )(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長   的 場 慎 様

議員氏名 西 田 浩 延

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、 令和五年度

政務活動費について次のとお り報告 します。

収  入

支  出

令和 6年 4月 26口

(単位 円)

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

2,970,000

0

@270,000円    X   llヶ 月 2,970f000円

収 入 合 計 2,970,000

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務諄,r動費充当額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

要 請 ・ 陳 情 活 動 費

△
ム 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費

人 件 費

事 務 ・ 事 務 所 費

18,359

0

18,359 ガンリン代

給料

事務所費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,078,000

0

1,078,000

1,519,981と,519,931

支 出 合 計 2,616,290 2,616,290
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様式第 14号 (第 7条関係 )

令和 5年度   事業実施報告書

会派の名称・議員氏名 西 田 浩 廷

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明

【人件費】

事務員の雇用

【事務・事務所費】

事務所の賃借

R5.5,1

R6.3,31

R5,3.1

R6,3.31

市政に関する調査研究を行うため、事務員を

雇用した。

市政に関する調査研究を行 うため、美原区太

井において事務所を借 り上げた。
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  西 田 浩 延

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記栽でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、①会議費、⑤資料作成費、③資料購入費、⑦広報 ,広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

05,5,17 5-1 4,637 -4,637 事務所電話使用料 ⑨

05,5,20 5-2 23,403 -28,040 自動車リース料 ⑨

05.5,26 5-3 6,000 -34,040 事務所駐車料 ⑨

05.5.31 5-4 104,000 -138,040 事務所貨借料 ③

05.5,31 5-5 98,560 …236,600 給料 5月 分 ③

月 計 286,600

累 計 0 236,600 -236,600

■
■
■
■

■■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  西 日 浩 延

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、O広報 ,広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 文出額 残額 内容 項 目

その

他

-236,600 前月繰り越し

05.6.9 540,000 303,400 政務活動費5,6月 分受入れ

05,6.12 6-1 2,410 300,990 インターネット回線使用料 ③

05.6.15 6-2 4,699 296,291 携帯電話使用料 ③

05.6,15 6-3 23,403 272,888 自動車リース料 ⑨

05.6.26 6-4 2,410 270,478 インターネット回線使用料 ⑨

06.6.26 6-5 6,000 264,478 事務所駐車料 ③

05,6.30 6-6 104,000 160,478 事務所賃借料 ⑨

05.6.30 6-7 98,560 61,918 給料6月 分 ③

月 計 241,482

累 計 540,000 478,082 61,918

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■

■

■
■
■

■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  西 田 浩 延

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

61,918 前月繰り越し

05,7.4 7-1 4,947 56,971 事務所電話使用料 ⑨

05.7.10 810,000 866,971 政務活動費7,8,9月 分受入れ

06.7.13 7-2 23,403 848,568 自動車リース料 ⑨

05,7.18 7-3 4,688 838,880 携帯電話使用料 ⑨

05.7.26 7-4 2,430 886,450 インターネット回線使用料 ⑨

05,7.26 7-5 6,000 830,450 事務所駐車料 ⑨

05,7.31 7-6 104,000 726,450 事務所貨借料 ⑨

05,7,31 7-7 92,400 634,050 給料7月 分 ③

月 計 810,000 237,868

累 計 1,350,000 715,950 634,050
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Ⅲ

様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  西 田 浩 延

」 の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、⑥人件費、

⑨事務 。事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

634,050 前月繰り越し

05,8,14 8-1 7,211 626,839 ガンリン ①

05,8.15 8-2 4,668 622,171 携帯電話使用料 ⑨

05.8,25 8-3 6,000 616,171 事務所駐車料 ⑨

05.8.28 8-4 2,410 613,761 インターネット回線使用料 ③

05,8.31 8-5 4,693 609,068 事務所電話使用料 ⑨

05.8,31 8-6 104,000 505,068 事務所貨借料 ⑨

05。 8,31 8-7 98,560 406,508 縞心料8月 分 ③

月 計 227,542

累 計 1,350,000 943,492 406,508
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  西 日 浩 延

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 色広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

406,508 前月繰り越し

05,9,15 9-1 4,666 401,842 携帯電話使用料 ⑨

05.9.19 9-2 23,403 873,439 自動車リース料 ⑨

05.9,19 9-3 11,148 367,291 ガンリン代 ①

05,9,26 9-4 6,000 361,291 事務所駐車料 ③

05,9.29 9-5 104,000 257,291 事務所賃借料 ③

05。 9,29 9-6 98,560 158,781 4令料9月 分 ③

月 計 247,777

累 計 1,350,000 1,191,269 158,731
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派のネ称 。議員氏名  西 田 浩 延

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

158,731 前月繰り越し

05,10,10 810,000 968,731 政務活動費10.11.12月 分受入れ

05.10,10 10-1 23,403 945,328 自動車リース料 ③

05.10.10 10-2 2,410 942,918 インターネット使用料 ③

05,10,16 10-3 4,668 988,250 携帯電話使用料 ⑨

05,10.26 10-4 6,000 932,250 事務所駐車料 ⑨

05.10,30 10-5 4,595 927,655 事務所電話料 ⑨

05,10.31 10-6 104,000 823,655 事務所賃借料 ⑨

05.10,31 10-7 98,560 725,095 給料10月 分 ③

月 計 243,636

累 計 2,160,000 1,434,905 725,095

■
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

)

」

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  西 田 浩 延

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、⑥人件費、

⑨事務 。事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

725,095 前月繰り越し

05,11.8 11-1 2,410 722,685 インターネット使用料 ⑨

05,11,15 11-2 4,675 718,010 院帯電話使用料 ③

05,11,24 il-3 6,000 712,010 事務所駐車料 ⑨

05,11.23 11-4 23,403 688,607 自動車リース料 ③

05,11,30 11-5 104,000 584,607 事務所賃借料 ③

05.11,30 11-6 98,560 486,047 給料11月 分 ③

月 計 239,048

累 計 2,160,000 1,673,953 486,047

9



ヽ

様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名  西 田 浩 廷

務所貸借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

486,047 前月繰り越し

05。 12,15 12-1 6,486 479,561 胸帯電話使用料 ⑨

05.12.21 12-2 23,403 456,158 自動車リース料 ⑨

05.12.21 12-3 2,410 453,748 インターネット使用料 ⑨

05,12,26 12-4 6,000 447,748 事務所駐車料 ③

05.12.27 12-5 104,720 343,028 給料12月 分 ⑥

05,12.23 12-6 104,000 239,028 事務所賃借料 ⑨

月 計 247,019

累 計 2,160,000 1,920,972 239,028

■■
■
■
■
■
■
■

■■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  西 田 浩 延

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

239,028 前月繰 り越 し

06.1.10 810,000 1,049,028 政務活動費I.2.3月 分受入れ

06 1.10 l一 l 2,430 1,046,598 インターネット使用料 ③

06.1.15 i-2 4,721 1,041,877 携帯電話使用料 ③

Oe.1.26 1-3 6,000 1,035,877 事務所駐車料 ③

06.1.29 1-4 4,640 1,031,237 事務所電話料 ③

06.1,29 1-5 23,403 1,007,834 自動車リース料 ⑨

06.1.31 l… 6 104,000 903,834 事務所賃借料 ⑨

06.1,31 1-7 92,400 811,434 給料1月 分 ③

月 言1‐ 237,594

累 計 2,970,000 2,158,566 811,434
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派のイコ称・議員氏名  西 田 浩 延

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、③資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

◎事務・事務所費)

年月 日
整理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

811,484 前月繰り越し

06.2.15 2-1 5,360 806,074 携帯電話使用料 ⑨

06.2.27 2-2 6,000 800,074 事務所駐車料 ③

06.2.28 2-3 23,403 776,671 自動車ツース料 ③

06.2.28 2-4 4,662 772,009 事務所電話料 ⑨

06.2.29 2-5 104,000 668,009 事務所賃借料 ③

06、 2.29 2-6 98,560 569,449 結▲料2月 分 ③

月 計 241,985

累 計 2,970,000 2,400,551 569,449
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 西 田 浩 延

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務 。事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

569,449 前月繰 り越し

06.3.15 3-1 4,749 564,700 携帯電話使用料 ③

06.3.22 3-2 2,430 562,270 インターネット使用料 ⑨

06.3.26 3-3 6,000 556,270 事務所駐車料 ③

05,3.29 3-4 104,000 452,270 事務所貸借料 ③

05.3.29 3-5 98,560 353,710 給料3月 分 ⑥

月 計 215,739

累 計 2,9701000 2,616)290 863,710

■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
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参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな  生 年 月 日

氏  名   

現 住 所
大阪府松原市

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 令不口5年  4月  1日 から 令不H6年  3月 31日 まで

就業場所
美原区太井 586・ 2

西日浩延市政事務所

仕事内容
政務活動にかかる補助及び関係書類の作成

就業時間

(休憩時間 )

/
匠亜 ]・

午後 9時 00分から  午前・圧倒 5時 00分まで

(  体憩時間は 12時から13時まで  )

休   日
上、日、祝 日 年末年始 夏期休暇

給与 (賃金)

時給 1,100円

給与支払
毎月 25日 締め切 り 月末支払 (手渡し)

給与振込先

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成し、双方が各 1通を保管する。

み す 年ぶ月
'つ

日

雇用者  鬱 い  オ 姓

被雇用
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参考様式第5号
出 動 簿 ( 令和6 年  4.5  月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 絡業時刻
墨 不 時間外

備  考

26 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

27 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

23 金 09:00 17100 07:00 休憩1時間

29 土

30 日

1 月 09:00 17,00 07:00 休憩1時間

2 火 09:00 17:00 07,00 休憩1時間

3 水

4 ホ

3 金

8 土

7 日

8 月 09:00 17100 07:00 休憩1時間

9 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

10 水

11 木 09100 17:00 0700 休憩1時間

12 金 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

19 土

14 日

16 月 09:00 17,00 07100 休憩1時間

16 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

17 水 09側 17100 07100 休憩1時間

18 木

19 金 09:00 17:00 07100 休憩1時間

20 土

21 日

22 月 09i00 17:00 07,00 休憩1時間

23 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

24 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

25 木

合計 112:00 0,00

出勁日数 16日
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今考様式第5号
出 勤 簿 ( 令和5 年  5.6  月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 終業時刻
轟 本 時 間 外

備  考

26 金 09:00 17:00 07:00 休憩1時閣

27 土

28 日

29 月 09100 17:00 07:00 休憩1時間

30 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

31 水 09100 17:00 07:00 休憩1時間

1 木 09,00 17:00 07,00 休憩1時間

2 金

3 止

4 日

5 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

6 火 09:00 17:00 07100 休憩1時間

7 水

8 木 09100 17:00 0':00 休憩1時間

9 金 09100 17:00 07,00 休憩1時間

10 土

11 日

12 月 09100 17100 07:00 休憩1時間

13 火

14 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

15 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

16 金

17 土

18 日

19 月 09100 17100 07:00 休憩1時間

20 火 09100 17100 07:00 休憩1時間

21 水

22 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

23 金 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

24 土

25 日

合計 112:00 0:00

出勘日数 18日 雇用者ほ露襴
(を暑又は押印)

17



参考株式第5号
出 動 簿 ( 令和5 年  6,7  月 )

)

労働時間
暖 日 始業時間 終業時刻

基 本 時 間 外

備  考

28 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

27 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

28 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

29 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

30 金

1 土

2 日

3 月 09:00 17:00 07:00 休触1時間

4 火 09:00 17:00 07100 休憩1時間

S 水 09:∞ 17:〔X)' 07:00 体感1時間

0 ホ

7 金 09:00 17:00 07100 休憩1時間

8 土

9 日

10 月 09:00 17:00 07嗣 休憩1時間

11 火

12 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時閣

13 木
":00

1700 07:00 休憩1時間

14 金

15 土

16 日

17 月

13 火 09:00 1700 07:00 体感1時間

19 水 09:00 17ω 07ω 休憩1時間

20 木

21 金 09100 1700 07:00 休憩1時間

22 主

23 日

24 月

25 火 09100 17,00 07:00 休憩1時間

合計 10Si00 0:∞

出動日数 15日

)

雇用■罹醐
(I名 又は押印)
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参考株式第6号
出 勤 簿 ( 令和6 年  7,3  月 )

r)

労働時間
日 曜 日 始業時間 絡業時刻

i示 時 間 外

備  考

26 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

27 木

28 金 09鰤 17!00 07:00 休憩1時間

29 土

30 日

31 月 09100 17:00 07100 休憩1時間

1 火

2 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

3 ホ 09:00 17趙Ю 07100 休憩1時間

4 金 09100 17:00 07;00 休憩1時間

5 土

6 日

7 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

8 火

9 水 09:00 17:00 0,:00 休憩1時間

10 ホ 00:00 17:00 07100 休憩1時間

1電 金

12 土

13 日

14 月

18 火

16 水 09:00 17m 07前 休憩1時間

17 木 09100 17:00 07:OO 休憩1時間

18 金 0900 17!00 07:00 休憩1時間

19 土

日20

21 月 09100 17:00 07100 休憩1時間

22 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

23 水

木24 t〕H9:〔 ,H0 17:00 07嗣 休憩1時間

25 金 09:00 17100 07:00 休憩可時間

合計 112:00 0:00

出勤日執 18日
顧用,電B福

(署名又は揮印)
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今考様式第5号
出 勤 簿 ( 令和5 年  8,9  月 )

労働時間
口 曜 日 始業時間 終業時刻

番 示 口奪間 外

備  考

26 土

27 日 ―   (

28 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

29 火 09:00 17:00 0700 休憩1時間

30 水

31 木 09:00 17:00 07100 休憩1時間

1 金 09:OO 17100 07:00 休憩1時間

2 土

3 日

4 月 09100 17:00 07鰤 休憩1時間

5 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

G 水

7 木 09100 17:00 07:00 休憩1時間

8 金 09:00 17:00 0,:00 休憩1時間

9 土

10 日

11 月 09100 17100 07100 休憩1時間

12 火

13 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

14 木 09:OO 17:00 07:00 休憩奪時間

15 金 99:00 17:00 07:00 休憩1時間

16 土

17 日

18 月

19 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

20 水 (〕HDi(〕H0 17:00 07:00 休憩1時間

21 ホ 09i00 17:00 07嗣 休憩1時間

22 金 09:00 17:00 07,00 休憩1時間

23 土

24 日

25 月

合計 112:OO 0:00

出勘日散 16日
雇用■T露福
(尋名又は押印)
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参考様式第8号
出 勘 簿 ( 令和5 年  9,10  月 )

( )

労働時間日 曜 日 始業時間 終業時刻
基 本 時 間 外

備  考

20 火 09100 17100 07鋼 休憩1時閣

27 水 0900 17:00 07:00 休憩1時間

28 木 09:00 17100 0,00 休憩1時間

29 金 00100 17:00 07:00 休憩1時間

30 土

1 日

2 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時閥

3 火 0900 17:00 07つ0 休憩1時間

4 水 0900 1700 07劇 休憩1時関

5 本

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火

11 水 09:00 17:00 07:00 休憩可時間

12 木 00:00 17:00 07:00 休憩1時閣

13 金

14 主

15 日

16 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

17 火 09:00 17,00 07:00 休憩1時間

18 水

19 木 09100 17100 07:00 休憩1時間

20 金 09:OO 17100 07:00 休憩1時間

21 止

22 日

23 月 09:00 17:00 0700 休憩1時間

24 火 09:00 17100 07,00 休憩1時間

25 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

合計 112:00 0〔00

出勤日数 10日 雇用督祀 、襴
(署名又は押印)
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参考様式第5母
出 勘 簿 ( 令和5 年  10,11  月 )

)

労働時間
日 曜日 始業時間 終棠時刻

墨 本 時 間 外

備  寿

26 木 09100 17:00 07:00 休憩1時間

27 金 0900 17100 07:00 休憩1時間

28 土

29 ロ

30 月 09100 17100 07100 休憩1時間

31 火 09100 17:00 07:09 休憩1時間

1 水 09!00 17:00 07:00 休憩1時間

2 木 09:OO 17100 07:00 休憩1時間

3 金

4 土

5 日

6 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

7 火 09100 17:00 07m 休議1時間

8 水

9 木 09100 17:00 07,00 休憩1時間

10 金 09:00 17100 07100 休憩1時間

11 土

12 日

13 月

14 火 09100 17:00 07100 休憩1時間

15 水 09:00 17100 07:00 休憩1時間

18 ホ 09100 17:00 07i00 休憩1時間

17 金

18 土

19 日

20 月 09100 17:00 07:00 休憩1時間

21 火 09:00 17Ю0 07,00 休感1時間

22 水 09,00 17:00 0,;00 休憩1時間

23 本

24 金

25 止

合計 112:00 0:00

出勤日数 18日 雇用τttB碩
く尋名又は押印)
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今考様式第5号
出 勤 簿 ( 令和う 年  11,12  月 )

)

労働時間
日 曜 日 始業時間 終業時刻

本 時間外

備  考

26 日

27 月 09100 17:00 07!OЮ 休憩1時間

28 火 09:00 17劇 07:00 休憩1時間

29 水 09:00 1700 07:00 休憩1時間

30 木 09100 17:00 07:00 休憩1時間

1 金 09:00 17趙Ю 07:00 休憩1時間

2 土

日3

4 月 09100 17m 07:00 休憩1時間

5 火

6 水 09100 17Ю0 07ЮЮ 休憩1時間

7 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

8 金 09:00 17100 07:00 休憩1時間

9 土

10 日

11 月 09:00 17100 07:00 休憩1時間

12 火 09100 17100 07嗣 休感1時間

13 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

14 木

15 金 09100 17Ю0 07:00 休憩1時間

16 土

17 日

18 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

19 火

20 水 09:00 17Ю0 07嗣 休憩1時間

21 木 oem 17湘Ю 07:00 休憩1時間

22 金 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

23 土

24 日

25 月

合計 119:00 0:∞

出勤日数 17口

ノ
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参考様式第5号
出 勘 簿 (令和5年 12月 令和6年 1月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 終業時刻
!奉 時 間 外

備  考

20 火

27 水 09100 17:00 07:00 休憩1時間

28 木

29 金

30 止

31 日

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金 09100 17:00 07:00 休憩1時間

6 土

7 日

8 月

9 火 09:00 17100 07:00 休憩 時ヽ間

10 水 09:00 17:00 07100 休憩1時間

11 ホ 09,00 17:00 07:00 休憩1時間

12 金 09100 17100 07100 休感耳時間

13 土

14 日

15 月 09100 17:00 07100 休憩1時間

16 火 09:00 17:00 07100 休憩1時間

17 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

18 木 09100 17:00 07:00 休憩1時間

19 金 09100 17:00 07:00 休憩1時間

20 土

21 日

22 月 09100 17:00 07,00 休憩1時間

23 火 09:00 17100 07:00 休憩1時間

24 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

25 本 09100 17:00 07,00 休憩1時間

合針 10S:00 0:00

出勤日数 15日 雇用■確露襴
(4名又は押印)
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参考様式第5号
出 勤 簿 ( 令和6 年  1,2  月 )

労働時間
日 曜 日 始業時間 終業時刻

丞 不 時 間 外

備  考

26 金

27 土

28 日

29 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

30 火 09:00 17100 07:00 休憩1時間

31 水 09:00 17:00 07100 休憩1時間

1 木

2 金 09:00 17:00 07100 休憩1時間

3 土

4 日

5 月 09:00 17:00 07100 休憩1時間

6 火 09100 17:00 07100 休憩1時間

7 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

3 木

9 金 09100 17100 07100 休憩1時間

10 止

11 日

12 月

13 火 09,00 17:00 07:00 休憩1時間

14 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

15 木 09:00 17100 07:00 休憩1時間

16 金 09100 17:00 07:00 休感1時間

17 止

18 日

19 月 09:00 17:00 07100 休憩1時間

20 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

21 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

22 木 09100 17:00 07:00 休憩1時間

23 金

24 土

25 日

合計 112:00 Oi00

出勤日数 16日
鳳用看罹隠相
(4名 又は押印)

ツ
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参考様武第5号
出 勤 簿 ( 令和8 年  2,3  月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 終業時亥ll

恐 春 時 間 外

備  考

26 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

27 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

28 水 09:00 17100 07:00 休憩1時間

29 ホ 09:00 17:00 07100 休憩1時間

1 金

2 土

i3 日

4 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

5 火 09100 17:00 07:00 休憩雪時間

6 水 09100 17:00 0,:00 休憩壻時間

, 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

8 金

9 止

10 日

11 月 09:00 17100 07:00 休憩1時間

12 火 09:00 17100 07100 休憩1時間

13 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

14 木 09:00 17:00 07100 休憩1時間

15 金

16 土

17 日

18 月 09:00 17:00 0':00 休憩1時間

19 火

20 水 09:00 17:00 07100 体感1時間

21 木

22 金 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

23 土

24 日

25 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

合計 112:00 0:00

出勤日数 16日 雇用者穏穏相
(署名又は押印)
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参考様式第 8号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議員氏名   西 田 浩 延

す

管理責任者

(議員名)

西田浩延

事務所名 西田浩延市政事務所

所在地

T  587--0062

堺市美原区太井 586‐ 2

TEL 072(  362  )8738

兼用の有無

□自宅兼事務所  ■専用事務所 (賃貸借契約先  )

他用途との兼用

■ 有 ⇒

□ 無

■私的使用

□後援会事務所

□政党活動事務所

□会社等 (関係団体 )

延べ面積
107.9

m
賃借料

月額  130,000円

(政務活動費充当額  104,000円 )

政務活動事務所

として使用する

割合 80%

(次 のいずれかの説明方法を選択 )

■使用面積による  使用面積

□使用時間による  月

86.32∬/延べ面積 (∬ )

時間のうち    時間

事務所関連経費

接分比率など

維持管理

経費

□電気代・・・  %
ロガス代・・・  %
□その他 ( 管理費込み

□水道代・・・  %
■固定電話代・・・80 %
)・ ・・    %

駐車場

賃借料

50%

月額     12,000 円

(政務活動費充当額   6,000 F])

【所在地】 堺市美原区太井308  田中モータープール

所有区分

■生計を―にしない親族 □第二者 □その他 (

(例外)□生計を―にする親族

(続柄 :  雇用理由 i

)

)

備  考

※事務所。駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写 しを併せて提出することこ
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建物賃貸借契約善

貴貸人 と賃借人 蒟 ぬ オ 止
との間に、次のとお り建物賃貸借黎為を締結 しますも

弁 1条

  督ごどこ五 :雪手Fる

次に
キ示の短

Υ

を賃情 ア、に
1貸

し、賃倍 人はこれを賞借す

建 物 の所 在場所

造   言   建   練

床面積  / 階 /クア1/ 平中メートル|

堀w脚tr和 ヶ青 案:ま【のイ1争れ!ど i五
賃料は 1か 月全  ガ ?ク ´?一 日

ど義 垂、ζζ ttEを拠 cた毎 覧 ユ
に   / 月分を費質人の住所に持 参

貫料が継商事 1青の変っ、公不駐公課の増額、近際の家賃との比較抒によう不相こと
!

なったとき f:、 賛質 八は、契約期間中て
々

って も、賛料の増額力′請求 をすること
ができるもの とします。

鷲貸ノ(は 数全 として /● 円也を賃常本か■ⅢⅢ受|す
るこブ;としまうヽ

ど想傘号ま慧狩i圭
1とし卜弟乃【学坊努↓年に芸用すoとヵ＼施云ナロ塗ヽIⅢ I

を三::二 ::::ξ!::::ど :|ど

`書

Ⅲ
ll費
は最量

lζ
:iと

'4機

道Ⅲ保証
仝`:、

資料の支】ど、い等本契ゃに基づ卜 lR借 本あi功あ嶺務につぃて保証
し、賞0本 |'キ朴ψて漆行の資を負うものとします。

所2琴憲【響甚鼻笞豪握Eな愚むどJを♪写

居
Ⅲ
地の

警
wTI第 1審の管穂裁判

(持約事項 )

第 8条

第 9条

第10条

第 11条

第 12粂

第 13条

第 14条

第 15条

第 16条

第 2条

第 3条

第 4粂

第 5条

主記の■おり契約が成立し|じ |あ心、1本梁約讐
各自吾名押と口のうえく各1通を所

第 6条 資子き人は、次の場 合には、子前に賃貸 人の番面 によるゑ講を受けなけれ ,とな けま
せん。

1.建物の模Ⅲ替えまたは造件その他の工作をするとき:

2.貨借推の譲渡 もしくは転貸または これ ら
|こ

準ずる行為をすな こき。
賛イと人が次の場合の デーつに L/'当 した ときは、賃貸人は、催告

=し
ないで直ちに本

契字)を 解 |なすることがで _去 る もの 生します。
1 2か 月分以上 <料の文払いを怠ったとき。
2 資料の支私いをし1と しば進妊し、之の運延が本契約における質貨人と歳借人
との,4の信頼関係を驚し、書すると認められるときし           ,
3_そ の地本契約に違反したときs

甲
'「

日

現住所

氏 名

賃特本 現任射

_F、  名

丼 7余

9本′占3)、 卜々 t4t■|は

連1宇保証人 斑住新

唖 :
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!

駐車場賃貸契約書

貸主 (以下「 甲こ とふう。)と 借主 (以下「乙」 と
jゝ ぅも)t=以下のとお り駐車場賃貸契約

(以下「本契約」という。)を締結する。

:第 1条 (目 的)             ‐              : |
甲は乙に対 し、

再調■車場,専f部分(以下「本件駐章努」とぃぅ。)を とが保有する
,   自動車.,ィ

合 (車両番号
 ),i ,

〃 ，

　

，

・

T(

所在地

区画番号

言己

大阪府界市美原区太井 368番地

第 ■条 (賃料)

賃料は月額金 6千円とし、甲の指定する銀行甲座午接り込む方法産モ登†ムう?

【振込先日座】   i   :     |    :
金弾機関 1本阪南農業協同組合  支店 i黒 支店  金 :善通
国座番号   口座名義1 |   

―

第:3条 (賃貸借競商)          . I :    r
l 本署約の崩間

`よ

苓穐学年 /角 /日 から苓れ宇年 /J月 斗́歯までの ア準闘

“

チなど |   |
2 前項あ期噂が満イ手,1´ F議までだ甲革たは|が 瀬々手方走対して解おらおと天五

をしなlvヽ ときは、本契約 1年間史新されたものとし、以後も卿様とする!。  |
o 契神期噂中に解約する場合は、解約希望日の2空 月前革モに相手芳に売して書百年て通

知するものとする:解約した月の賃料tよ、解約目までの日割ケ計算とする。

第 4条 (禁と事項)

乙は、次tl掲 ,デ :る 行為をしてはならない。
本件駐車芳を籍三者に使用させあるい ,ま 著貸もし、嬉使用権を譲渡すること。
本←駐車場に建物そっ他工作物を設置し、または現状に変化を加えること。!

本件駐車場の契約区画以外の場所に駐車することっ

本作駐車場を車両の駐車以外あ目的で使用すること。     「

本件駐車場内で有書、危険もしくは高き、騒音など誓眸の迷惑となる行為をすることと

第 5条 (乙 の賠償義務)

乙またすまその代理人、使用人、同乗者、その他乙に関係する者が故意または過失によって
本件駐車場また子まその付届施設もしくtま 本件駐車場に駐車中の他の車両またはその付属謂t

等に損害を与えたときiま 、こすま自己の責任と負福 :こ よ,そ の損害を暗債するものとするЭ

０

０

０

僻

紛
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第 6条 (甲の免責事項)

1本楽ユ也変等の不可抗力、4疑(ィ也事前■よる幸故等の第二者 iと よる待為、1え あ他甲あ費た鳥
:

す 0こ とができ

`い

理申イ|よ りとの車両えの他の物品に損害が生 じた場合、甲はT切の責

任を負わないものとする。         .:      i  ● ∵      f

1第 14条 (好神)| |  :    :      | :|  | :: .   :
1 甲および乙は、本契約の契約鶏間中であちた「として1解約する手上がで菖帝.! :|
2 解‐伸する場合伴、1解伸希軍口?2!ヶ .月 ■までに相手方に対して書面を通知しなけれをユな
| らなセゝ。,  ■  :  i  fi l       :     | : . i:    11 1
3 乙が前項の通知なく解約する場合は、甲に対して1ク 月分に相当する金員を支払うもの

とする。

第 8条 (契約解除):

乙が下記の各号9上に該当するときは、申はo´ ?伴告々しなヤゝr革々に本架伸 解々除す!

ることがる者な。

協員歎活を基た錘繁とξi:il・ li■ II― |:|||:
ⅢⅢ善井れ袢科拳占あ義孝著1帷害を尊えⅢ子 ● ■ |

場を現状に復したとで甲にH月 け渡じ返遠するものとするよ

F ｀
ゝi }

∫各19今卜|:?導響泰誇):1  1    11    1i ― || |
1る は、下記の事項に変更を生じたヽときtl車ぅに甲!ご通知しなけれtゞな:ら な`いっ

|(l'IT'電話舌|`勤務先   l   l i      l  ■.|

(2)車種 :車名:・ 登録番号r.        : if   l  :. :f

1 第 11条 (管轄裁判所)    と          ,     1  .
::本梨約に関する■ηlて

″)紛争にっいて、申9所在地を言壻す0募却所々 っ々て算f‐ ―馨の管轄
裁判所とするs                         i       】

第.12条 (協議)        .            1         1
甲及び乙は、本契約書た定ゅがな|ヽ 事項及び本果約書の各条項の解釈にづいて疑義が生じ
た:と きは、誠実年協議し円満解決を図るものとする。

以上のとおり契約が成立 したことを証するため、本書 2通 を作成 し、甲乙記名押印の上、各

自1保管するものとする。
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令和 e ttrn月 →

`日

賃貸人 手
(甲 )

住所

賃借人 (乙 )

氏名

|オ 1太νη分.守
11

―
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4葉 露 平成 3二 年 4月 11巨

大阪府堺

412ADK1090199〃

―
西日 港廷 様

れ |]tr,1111lBⅢ tlillllllllrtililこ IIこ
こ
:1lIIti!=:ItiIII11111:i!・ tit

〒180=00o6
鞠 絨 市中町!214=151
第 7柏栄ビルティング4F
韓 ホンダ

'ァ

ィナンス

リースセンタィ

TEL 0120-555i381

こ●度はェ本ンダウ
=ィ

ナンヌ1の リエス契為車両をご使建をゝえだ

=ま
とて,誠 tこ あ|り かとうごぎ|ゝ ます:

お車を斎空Ⅲ供達ここご利拝▼ゞただく為titこ の「ふンダ
々
,り

|る ゞ契ゃっ 1蓋 !」 を手手:き ととでト
ゴ喪幸と車両命亭娑千li誰 |ゞ保管漂き

=す
まう苧駁r守 !し上,デます.  :   '

西田 浩延 様

平成 81年  3輝  18磯

   

i 

平成31:年  二月 |'曇

平募,1車  3癬  18霞 から 平募36筆  3月  17露 まで
‐ 60ヶ月

{載般舟罵売会社〕
(株 )サ ンナミホンダ

HondaCarξ B洩野

羽曳野東店

大阪府窮支野市西満 1279-5

TEL O,29-57-oi27

て轄尊玩【登プ )

HOndacars羽 曳野

羽曳訴東店

大阪府羽曳野市百消 1279-5

TEL 0729-57-0127

〆う ■耳 い 文 フ`エ■―‐r,■ 1_歩 Ii t'生 ～ |′●ネ  ′′‐ ´JⅢ
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|す
。
41お芋欺十すかi: |   |

ゞ望輸駆身

ごr奨 約 弩 硲

こ 専能 髯換

3月 1:8田三砕成 31年
7日 '(6o′′月)

γ 平は341年  3河 |

IJ… ユ ,Fこ
l出

あ数鉄漿売転与 羽曳竪r束暗(株)v・ ンナ ミホンダ

郷 捧 r10

てあ黄

“

鵞宙〉

ウ虔」、本法
秘鷲払箇歓

4支五湾戯
高京h la預

|'― ス*キ

お,IPII聴

|「 械払期も鱒鵜―o研基i
l甲寧のφ率4内蓉

|よ、馨商止記載さ
it中汗6k10o01311 1, if! _:  :
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